
令和８年度 滝川市職員採用試験案内

【言語聴覚士】

【採用予定日】 令和８年４月１日

【募集人数】 １名

【受付期間】 令和７年１２月２４日（水）まで

【試験日程】 第1次試験 令和８年１月１８日（日）

第2次試験 令和８年２月 ８日（日）

【試験会場】 第1次試験 受験通知書にて通知

第2次試験 第1次試験合格者に文書で通知



滝川市の紹介



全国から15億円（令和6年度 15億12万4,200円）のご寄付をいただき、

「未来へはばたく子どもたちを育むまちづくり（令和6年度 4億2,436万7,600円）」をはじめ、

さまざまな分野で活用させていただいております。

ふるさと納税で、全国からも応援いただいています！



（仮称）子育てと健康の拠点複合施設
令和８年度整備スタート予定（令和１１年度供用開始）

“子育てで困ったら「滝川市」に！”
を実現していきます！

の新しい拠点複合施設で
あなたの思いを実現しましょう！

●（仮称）子育てと健康の拠点複合施設 令和８年度整備スタート予定（令和１１年度供用開始予定）

※こども家庭センター、保健センター、こども発達支援センター、公立保育所、地域子育て支援センター の複合化

● 「（仮称）子育てと健康の拠点複合施設 基本計画」の詳細は滝川市公式ホームページで公開中
→ https://www.city.takikawa.lg.jp/page/20320.html



（仮称）子育てと健康の拠点複合施設
基本計画の概要（１）



（仮称）子育てと健康の拠点複合施設
基本計画の概要（２）

基本計画より抜粋

言語聴覚士の主職場となる

「こども発達支援センター」の
施設計画（抜粋）です。



（仮称）子育てと健康の拠点複合施設
基本計画の概要（３）

基本計画より抜粋 滝川市に整備される複合施設は、
様々な専門スタッフが集積した職場と
なります。
・保健師 ・歯科衛生士 ・管理栄養士 ・保育士
・精神保健福祉士 ・言語聴覚士 ・作業療法士
・社会福祉士 etc

各プロフェッショナルが、一つ屋根の下
で連携して業務遂行していきます。

あなたが

望むスキルアップ

目指すキャリアパス

求めるやりがい

がここにあるはずです



勤務条件・福利厚生について （令和７年４月１日現在）

●初任給

大 学 卒 227,400円

短期大学卒 220,500円（3年制）

※職歴等により初任給の調整を行う場合があります。

●期末勤勉手当

年間 4.6ヶ月分 （６月 と 12月 に支給）

●勤務時間等

月曜日から金曜日 ８：３０～１７：１５

休日 土曜日と日曜日（完全週休2日制）
祝日
年末年始（12/29～1/3）

●休暇

年次有給休暇 採用時、年20日付与され、最大20日
まで翌年度に繰り越すことができます。

特別休暇 夏季休暇（年５日）・結婚休暇
配偶者出産休暇、育児参加休暇
産前産後休暇、育児休暇、妊娠通院休暇
子の看護等休暇、忌引休暇 ほか

●その他手当

【住居手当】 ・持ち家 一律8,000円／月
・借家等 最大27,000円／月

【寒冷地手当】 11月～翌年3月支給
・世帯の状況等により、
9,800円／月～26,000円／月

【扶養手当】 扶養する配偶者・子などの状況に応じて支給

【超過勤務手当】 超過勤務の場合に、超過時間に応じて支給

ほか、それぞれの支給要件に応じて毎月支給

●福利厚生

◎北海道市町村職員共済組合加入（医療・福祉・年金等）

◎退職手当組合加入

※このほかに滝川市職員福利厚生会による助成等各種事業もあります。



試験案内について（１）

■職種および登録予定人員

職種 登録予定人員 採用日 仕事内容

言語聴覚士 １名 令和8年4月1日 児童発達支援事業所・放課後等デイサービス事業所の
指導員として、発達に支援が必要な児童及び保護者に
対する援助を行う。

■受験資格
① または ② のいずれかに該当する方

番号 要件

①
次の要件すべてを満たす方
・令和8年3月卒業見込みで、令和8年4月1日までに言語聴覚士の資格取得見込みの方
・普通自動車運転免許をお持ちの方または令和8年3月までに取得見込みの方

②

次の要件すべてを満たす方
・昭和51年4月2日以降生まれの方で、言語聴覚士の免許を取得している方
・児童発達支援事業所または放課後デイサービス事業所での勤務経験のある方
・普通自動車運転免許をお持ちの方

注意事項 下記のいずかに該当する方は受験できません。

・拘禁刑（※１）以上の刑に処せられ、その執行を終わるまでまたはその執行を受けることがなくなるまでの方
※１ 令和7年6月1日前にした行為に対する罰則については「禁錮」と読み替える。

・滝川市において懲戒免職の処分を受け、その処分の日から2年を経過しない方
・日本国憲法施行の日以降において、事本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党
その他の団体を結成し、またはこれに加入した方



試験案内について（２）

■試 験

■申し込みおよび照会先

〒０７３－８６８６ 北海道滝川市大町1丁目2番15号

令和７年12月24日（水）まで受け付けします。
受付時間は、平日のみ ８：３０～１７：１５ となります。
郵送の場合は、12月24日（水）必着

試験 試験日 会場 試験内容 合否通知

第1次試験
令和8年1月18日（日） 受験通知書にて通知 小論文・面接試験

（予定）
1月下旬
文書で通知

第2次試験
令和8年2月8日（日） 第1次試験合格者に文書

で通知
面接試験 2月中旬

文書で通知

■受験の手続き

提出書類 ① 滝川市が交付する願書、履歴書およびエントリーシート
こちらからダウンロードできます

https://www.city.takikawa.lg.jp/page/21790.html

※職歴がある方は、職務経歴書（任意様式）添付

② 言語聴覚士免許証の写し（資格を有する方）
③ 最終学校の卒業（または見込み）証明書および成績証明書
④ 郵便はがき１枚（受験者の住所、氏名を記載したもの。※受験通知書に使用）

※メールでの照会は受け付けておりません。

滝川市総務部総務課職員係
TEL ０１２５－２８ー８００２

https://www.city.takikawa.lg.jp/page/21790.html

